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 （限度額80万円）　（年額４万7300円）

）

図１　後期高齢者医療制度の保険料の計算

▼所得割額の計算
給与所得、雑所得
（年金など）、配当
所得、一時所得な
どの合計額
※退職所得を除く

-
地方税法に定め
る基礎控除額
（合計所得金額が
2400万円以下の
場合は43万円）

└───賦
ふ

課のもととなる所得───┘
※賦課のもととなる所得とは、保険料の計算のもとになる所得です。

（ 所得
　割率
　9.67％
×）

保
険
料
決
定
通
知
書
を
送
付

　
保
険
料
決
定
通
知
書
を
７
月
中
旬

に
発
送
し
ま
す
。

　
な
お
、保
険
料
は
、原
則
、老
齢
基

礎
年
金
な
ど
の
受
給
額
か
ら
差
し
引

き
ま
す
。
年
金
受
給
額
が
年
額
18
万

円
未
満
の
方
や
、
介
護
保
険
料
と
後

期
高
齢
者
医
療
保
険
料
の
合
計
額
が

年
金
受
給
額
の
２
分
の
１
を
超
え
る

方
な
ど
は
、
納
付
書
や
口
座
振
替
な

ど
で
納
め
ま
す
。

保
険
料
の
し
く
み

　
保
険
料
は
、
図
１
の
と
お
り
、
加

入
者
全
員
が
均
等
に
負
担
す
る
均
等

割
額
と
、
所
得
に
応
じ
て
負
担
す
る

所
得
割
額
の
合
計
額
で
す
。

【
激
変
緩
和
措
置
】

　
令
和
６
年
度
の
所
得
割
率
は
、
賦ふ

課
の
も
と
と
な
る
所
得
金
額
が
58
万

円
以
下
の
方
は
８
・
78
％
と
な
り
ま

す
。

　
ま
た
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す

る
方
は
、
６
年
度
の
保
険
料
の
限
度

額
が
73
万
円
に
な
り
ま
す
。

＊ 

昭
和
24
年
３
月
31
日
以
前
に
生
ま

れ
た

＊ 

障
害
の
認
定
を
受
け
て
い
る（
令

和
６
年
４
月
１
日
以
降
に
75
歳
に

な
っ
た
後
に
、
都
外
へ
転
居
し
た

方
を
除
く
）

【
所
得
に
応
じ
て
保
険
料
を
軽
減
】

　
均
等
割
額
の
軽
減
は
表
１
の
と
お

り
で
す
。所
得
割
額
の
軽
減
は
、 

賦

課
の
も
と
と
な
る
所
得
金
額
が
15
万

円
ま
で
の
方
は
５
割
、
20
万
円
ま
で

の
方
は
2.5
割
と
な
り
ま
す
。

医
療
費
の
自
己
負
担
割
合

　
医
療
機
関
の
窓
口
で
支
払
う
医
療

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
お
知
ら
せ

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
お
知
ら
せ

表１　均等割額の軽減
世帯主と被保険者全員の総所得額 軽減割合

43万円＋（年金・給与所得者の合計数－１）
×10万円 以下 ７割

43万円＋（年金・給与所得者の合計数－１）
×10万円＋29万5000円×被保険者数 以下 ５割

43万円＋（年金・給与所得者の合計数－１）
×10万円＋54万5000円×被保険者数 以下 ２割

※ 65歳以上で公的年金等控除を受けた方は、年金所得から更
に高齢者特別控除15万円を差し引いた額で判定します。

表２　自己負担割合判定基準
判定基準 負担割合

同じ世帯の被保険者の中に課税所得が145万円以上の方がいる ３割
次のすべてに該当する
① 同じ世帯の被保険者の中に課税所得が28万円以上145万
円未満の方がいる
② 年金収入とその他の合計所得金額が200万円（同じ世帯に
被保険者が２人以上いる場合は320万円）以上である

２割

同じ世帯の被保険者の課税所得がいずれも28万円未満であ
る、または、①に該当するが②には該当しない １割
※ 住民税非課税世帯の方は、上記にかかわらず１割負担となります。
※ 昭和20年１月２日以降生まれの被保険者と同じ世帯の被保険者は、３割に該
当しても、「賦課のもととなる所得金額」の合計額が210万円以下の場合、１割
または２割の負担となります。

表３　収入額による負担割合判定基準
同じ世帯にいる後期
高齢者医療被保険者

令和５年中の収入額（必要経費などを
差し引く前の金額） 負担割合

１人 383万円未満（※）
表２をも
とに判定

２人以上 合計額が520万円未満

※ 383万円以上の方でも、同じ世帯に70 ～74歳で国民健康保険、または、会社な
どの健康保険の加入者がいる場合は、合計額が520万円未満であれば１割また
は２割の負担です。

新
し
い
後
期
高
齢
者
医
療
被
保

険
者
証
を
送
付

費
の
自
己
負
担
割
合
は
、
毎
年
８
月

１
日
に
表
２
の
判
定
基
準
を
も
と
に

判
定
し
ま
す
。

　
３
割
負
担
の
方
で
も
、
表
３
の
条

件
を
満
た
す
方
は
、
自
己
負
担
割
合

が
１
割
ま
た
は
２
割
に
な
り
ま
す
。

　
現
在
交
付
し
て
い
る
保
険
証
の
有

効
期
限
は
７
月
31
日
で
す
。
新
し
い

保
険
証
は
７
月
中
旬
に
送
付
し
ま

す
。

限
度
額
適
用
・
標
準
負
担
額
減

額
認
定
証
を
送
付

　
世
帯
全
員
が
住
民
税
非
課
税
の
場

合
に
、申
請
に
よ
り
交
付
さ
れ
ま
す
。

入
院
時
の
食
事
代
と
、
保
険
適
用
の

医
療
費
の
自
己
負
担
分
が
減
額
さ
れ

ま
す（
申
請
し
た
月
の
初
日
の
世
帯

状
況
で
判
定
し
、
申
請
し
た
月
の
初

日
ま
で
遡
っ
て
認
定
）。

　
現
在
交
付
し
て
い
る
認
定
証
の
有

効
期
限
は
７
月
31
日
で
す
。
既
に
お

持
ち
の
方
で
、
８
月
以
降
も
基
準
を

満
た
し
て
い
る
場
合
は
７
月
下
旬
に

新
し
い
認
定
証
を
送
付
し
ま
す
。
新

た
に
必
要
な
方
は
、
市
役
所
後
期

高
齢
者
医
療
係
へ
申
請
し
て
く
だ
さ

い
。医

療
費
の
自
己
負
担
割
合
が
３

割
の
方
に
も
条
件
に
よ
り
限
度

額
適
用
認
定
証
を
交
付

　
同
じ
世
帯
の
後
期
高
齢
者
医
療
被

保
険
者
全
員
の
住
民
税
課
税
所
得
が

690
万
円
未
満
で
あ
れ
ば
、
申
請
に
よ

り
認
定
証
を
交
付
し
ま
す
。

　
必
要
な
方
は
、
市
役
所
後
期
高
齢

者
医
療
係
へ
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

☆
詳
し
く
は
、
後
期
高
齢
者
医
療
係

へ
。


